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温かい心の通い合う

III!祉BIIiIj
一人ひとりの温かい思いやりと、人と人と

のふれ合いを通じて地域連帯意識を強め、す

べての市民が、生きがいのある生活が営める

福ネ止都市を建設する。

I4

緑と水にかがやく

明るい健康都市
豊かな緑と潰れつな水は、全市民巽南の資

産であり、而民生活に欠くことのできないも

のであるので、その保全と創造に努め、すべ

ての而民か、安全で、ゆとりとやすらぎをも

って、心身ともに健やか」生活を享受できる

明るい健贋都市を建設する。

人間性豊かな風格ある

教育文化都市
先人が残したすぐれた伝統と香り高い文化

的風土のもとて、生涯にれたる学習の機会を

通し.` T、 ^TC.1-皐tk'-剖--t　上し忘.-蝣*-1 '、、問、1

豊かな而民の育成と格調高い芸捕文化の振興

に努めるとともに、国際交流の活発な教育文

化都市を建設する。
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環境と調和し活力にみちた

地域産業都市
近代的郡市基盤整備をすすめ、行政、経済、

情報などの中枢管理機能の拡充強化をはかり、

人、物、情事反の交流か活発て、環屍と調和し

た地域産業か繁栄し、豊かな市民生活が営め

る産業都市を建設するO



地域と気象
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●熊本市域拡張図
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陵が重なり、東部は遠く阿蘇山地にかこまれ、南

東部から南西部にかけては熊本平野となって開け、

西部は再明海に接している。

このため、直接外洋の影響を受けることが少な

く、内陸霊地的な気象条件のもとに大陸的気候の

特徴を示すことが多い。

すなわち、気温の寒暖の差が大きく、至から春

への移りかれりは早く、夏は比較的長いことが多
い。

16

・ !　;  '　　　　　・　-:　‥　-I

し暑いのが特徴である。

9月に入るとEj中の残暑は廠しいが、朝夕は急

に掃えこみ、いわゆる＼＼随兵寒合〝の肌寒さを感

じさせる。

I I."I: T:…　　　　　　　¥.L　-'-.I

を占め、積雪をみることは少ない。

熊本市の面積　5.5km(明治22年、市制施行当時)

171. 72km(昭和62年3月末現在)

温からの高さ　15m

土地利用

-田] = L.□□
圏

而 工 準 商 近 住 住第 住第

..

業 工

莱

也

業 憐

iS

冒 居
専一

居
I

也 uE, ォ 地 空l 用

"H . 磨 .
地

.
域 地

. ==

地
域種

■都市計画

都両計画の基本理念は、農林漁業との健全な調

和を園りつつ、健康で文化的な都而生活及び機能

ETJな都市活動を石劉呆することであり、このために

は適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図ら

れるべきこととしている。

本市もこの理念に墨ついて、而域〔17,172「旧)

を市街化区域(9,167ha)と市街化調整区域(8,005

ha)に2分し熊本都市計画区域(42,478ha) 1両

9町の核として書十画的なまちつくりを続けている。

このうち両荏討ヒ区域については、土地の合理的

な利用をEj指して7種の用途地域を定め、適正な

制限のもとに、建築物の用途の純化と土地の高度

利用の促進を囲っている。

これらと併せて、都両の面的開発整備として、

南部第1土地区画整理事業等の区画整理事業や開

発許可制度によって吉十画的、段階的な整備を図っ

ている。

また、都市計画施設として、昭和60年度末現在

で道路(48搭線.延長189,070km)、公園(162箇所、

約361.99ha)、緑地(11箇所蝣208.61ha)、墓園

(3箇所蝣18.3ha)、流通業務団地(1箇所・約

53ha;、自動車ターミナル(2箇所・約9.5ha)、

駅前広場(4箇所・約24,550nT)、下水道(終末処

理所4箇所・約435,270「n2)、汚物処理場(1箇所、

約3.1「旧)、ごみ焼却場(2鼠所.約6.3ha)、火

葬場(1箇所・約1.1ha)などが計画決定され順次

整備が進められている。

なあ、市街化調整区矧こついては、市街化を抑

制し、自然環境の保護と活矧こ努めると異に優良

農用地の保全と農業基盤の整備に努めている。

■土地利用

熊本市の士地利矧ま、土地利用動態調査(昭不□

59年度)によれば、別図のとおりで、市域の45.8

%が農林関係に利用され、残りか、宅地、公共公

益施設、交通用地などに利用されている。

さらに、土地利用の状況を地域別にみると、水

田は、西南部に多く、画固、 EB逝、ロ迎南、御幸、

E]吉、力合、中島の7校区においては、校区面積

の40%以上を占めている。

畑地は、粟北部に多く、麻生Efj、橋、龍Efj、弓

削、託麻北、託帝乗、託麻南、託麻西、西原、桜

木及び池上、享或LU、松尾の苗校区にあいては、校

区面積の15%以上を占めている。

宅地は、全市に分布しているが、出水、帯山、

白LLJ、尾ノ上、帯山西の5校区にあいては、 60%

以上を占めてあり、交通用地率か20%を越える校

区rま、城東、塵徳、出水、吊山西の4校区となっ

ている。
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人口

・,iVn　主君`許諾畢

昭和bZmに50万人を越えた熊本市の人口は、そ

の後も増加を続け、 60年10日1 E]の国勢調査では

555,719人となった。

これは熊本県総人口1 ,837,747人の30.296を占

め、その割合は年J?高まっている。

都市別では、全国で第16位、九州では福岡両、

北九州市に次いで第3位の人口であるO

前回の55年調査時と比べると、 30,057人5.7%

の増加で、昭和50年以降伸びは鈍化してきている。

年齢3区分別にみると、 0-14歳の年少人口が

21.1 、 15-64歳の生産年齢人口が68.7%、 65歳

以上の老年人口が9.9%となっており、 55年より

ff/J>人口が1.0ポイント低下したのに対し、老年

人口が1.1 7t¥イントの上昇と、急速な老年化が進

'i蝣C十.≡

また、市域を5つに分けた地区別でみると、こ

の5年間で東部16,696人、 7,8%、南部7,714人、

12.4%、北部7,412人、 7.2%、西部2,345人、 3_8

%と、それぞれ増加したガ、中央地区は、4,110人、

4.8%減と、依然として減少が続いている。

なあ、人口分布の偏りを示す人口重心は、昭利

60年では第-工業高校運動場やや東寄りに移動し

てきてあり、東部の人口が増大してきていること

を示している。

ly - L′蝣"蝣蝣"蝣.ト
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都市圏
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■都市圏人口

近年における都而圏人口の動向をみると、特に

周辺各町の人口増加が顕著であり、各町から本市

への通勤・通学者も増大し、本市とこれら各町と

の関係はますます深まり一体的に発展しているこ

とかうかがえる。

このようななかで熊本市に周辺10町を加えた

熊本都市圏の人口は、昭和60年10月1 Ej現在で

70生787人で、熊本県全体の38.'を占めている。

5年岳の増減についてみると、熊本両は4万人

前後の増加でほぼ-定しているが、 10町の人口は

軍縮5往までは減少し、酎□50年に増加に転じ、
I

L:　　　　　"・.　　・i . i~　　: I

の5年間には20.5%増と大幅な増力口を見た。この

ため熊本都市圏の人口は昭和45年～昭和50年が

46,595人8.5%増、昭和50年～昭和55年か60,579

人10.1%増、さらに昭和55年～昭和60^ガ43,467

●熊本都市圏人口の推移

人6.696増と、昭和45年からの15年間に約15万1

千人の増力0となり、人口増加のビープは過ぎたも

のの、ここ数年でも依然として年平均7-8千人

の増加を示している。

■都市圏行政

熊本両の発展に伴い、市政の活力は市域を越え

て広がってあり、熊本市と周辺10町との関係は、

住民意矧こあいてはもちろん、.通勤や通学、買物

やレジや-などの生活行動からみても、最近とみ

I　　　蝣　　　　　'.　'　、

このように、既に-休的な生活圏を形成してい

る熊本都両国にfjいてra:、交通問題をはじめ、上

下水道、防災、廃棄物処理・、住宅、産業施設の配

置等々、多くの都市問題について広域的な対応か

求められてあり、これらの都市問題への対応を中

心に構成市町相互の連携と協力に墨つき、熊本都

市圏の-体的発展を目指す都市圏行政が展開され

ている。

即ち、消防L救急、ごみ処理、し尿処理、伝染

病業務等の受託処理をはじめ、北部町の協力を得

て同町内に建設したごみの最終処分場や中萩臥

t  Ll

会峰山丁帯の「ふれあいの森林」整備、菊陽町、

合志町、北部町との流域下水道建設、熊飽地区農

業協同組合合併の推進、都市計画区域を対象とし

た而街地整備基本計画の策定、都市圏を対象とし

た震災対策萱礎調査、都市圏はもとより更に広範

な地域を対象としての総合都市交通体系調査や熊

本地域地下水調査、都市圏の構成両町か一体とな

っての看少fFの健全育成など、様々な分野にあい

て都而園での広域的な取り組みか積極的[=繰り広

げられている現状となっている。

更に、熊本都両国は、来るべき21世紀へ向けて

の先端技術を核とした新たなるまちつくり「熊本

テウノポリス」の缶都市にも位置つけられてあり、

地域経済の捌笠化と産、学、住の均衡のとれた良

好な都市環屍の形成をEj指し、生産、流通、情報、

文化等の高次都市機能拡充の対応も推進されてい

る。

事後、構成市町相互の連携が更に深まり、地域

の現状を踏まえ、将来の発展を展望した都而園行

政の推進が活発化することによって、熊本都而圏

はよワ-層の飛躍を遂げるものと期待される。

市制100周年に向けて

鵜熊本市をとりまく諸情勢

熊本両は昭和64年に全国37而とともに市制100

同年を迎える。

明治22年而制施行当時、人口4万2干余人を数

えるにすぎなかった城下町が、先人の献身と努力

によって幾多の辛苦を克服する一万、数次にわた

る市域の拡大、近代的都市機能の集積等によって、

合や人口567D人を擁する九州にあける近代都市へ

と着実に発展を続けている。

-万、我が国は内外の厳しい情勢の下、情毒酎巳、

国際化、高齢化の進展、価値観の多様化等、これ

までにない大きな変革の時代に直面しており、 m

万自治体もこの潮流の中で地万それぞれの個性を

活かした魅力ある都市つくりを進めているO

鵜21世紀を展望した市制1 00周年に

したがって、来るべき市制100周年は、これを

単なる歴史の節目として肥えるだけでaく、先人

の業績を回顧し、 21世紀を見据え、ロマンにみち

だ新しいふるさとつくりを進めるため、さらには

九州をリードする拠点都市としてさらに飛躍、発

展するための大きな礎石としなければならないO

そこで本市では、広く市内外を対象に募集した

3干通、 6干件に及ぶ市民提言をもとに、頁に意義

: ・:∴-　　` i 。・ ∴ ・ご　-'蝣　蝣・　I.　-

界各層の代表者によって構成された「熊本100年

懇談会」と、市役所内部に設置した「熊本而100

同年推進委員会」との連係のもとに現在検討を進

めてあり、近く熊本市制100周年記念行事、記念

事業の墨本構想が策定される運びとなっているO

また、全国的には、昭和64年に-斉に100周年

を迎える38両が、地域の市民相互・行政相互の豊

かな交流や活性化を図る目的から、 38両共同によ

る記念事業の検討も進められている。
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南部市民センター(完成予想図)

コミユニアイ
心の通いあう地域社会の形成

i　　　　　　' -　　.　　' '　　　':

会、老人会、 P-T-A、ネ工会福祉協議会など多く

の国体があり、環境美化、文化、スポ-ツ、防犯、

防災など多彩な地域活動が営まれてあり、これら

をとおして地域の愛着が生まれ、連帯の繭が広が

っている。

主　　　22

I

㌔岬・-T,..蝣・,‥届,

本市は、地域住民のこのような自発的な活動を

:'c'^:._. Jit十∴し、 ::'-蝣!三腰帯性二デ　薫　きi三、-^-蝣-1

町内自治会、地域/a民館などの活動に対して助成

を行うとともに、而民セン57-、近隣公園、児童

公園、老人福祉センタ-、老人憩の家などのコミ

ュニティ施設整備を積極的に推進している。

矧こ、近fE各地に建設している而民センターは、

/A民飴、児童館、図書舘分棺、支所q:どの複合施

設てIあり、コミュニティ活動の中核拠点として活

用されて好評を得ている。

このように、不両にあいては、次第[=活発化す

る地域活動をとおして、心のふれ合いか生まれ、

強い連帯意識に矧ざれた而民の芋による頁の地域

自治が、今、各地で着実に育っているO

保健衛生
心身ともに健康な市民生活のために

■市民の健康管理

I　.　'蝣:蝣　　蝣

ii"閉K」R

近年、平均寿命の伸びや看少年の体位向上fJ:ど

而民の健康は著しく改善されてきている0 -万、

都而化が進展する中、生活様式や生活環境が大き

く変貌し、心身の健康を阻害する新しい要因が増

大してきている。

このため市では、すべての而民の心身の健康を

願って昭和54年に「健康郡市萱言」を行った。さ

らに昭不□61年には、市民の生涯にわたる健康つく

りの契機とするため、白年10月1 Ejを「市民健康

の白」と定めて、その制定記念事業として講演会

やス/i;-ツ大会、健康つくり市民のつとい、健康

展、体育館の1日無粗開放などを実施した。

これらの事業をはじめとして、缶子保健対策事

業、成人病対策事業C老人保倍法関係も含む)な

どの各種保健衛生、さらに公衆衛生の向上を図っ

ている。

保健衛生の拠点として、熊本保健所・西保健所

・東部保健セン5>一　北部保健センタ-を設置し

てあり、昭和59^の併設隔離病棟を含む市民病院

の完成を機に、新たな施策を展開しているO

Tiiと葵

●成人病検診の状況

56　　　　　　　　　　　　　　　　　59　　　　　　　覧

7=3あ、移転新築を進めていた西保健所rま、昭和

62^1戸∃、新町2丁目に開所したO

また、.公害や飲料水、食品細菌関係などの試験

検査業務を行う保健衛生研究所、動物愛護の国憲

・普及や昆虫の駆除、あき地などの雑草除去の指

導を行う環揖衛生事業を拡充し、而民の健康保持

のため諸事業を長期計画のもとに推進しているD

西保健所

寧ヨ■■■-　　　7肝蝣TT"・- *^
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防災
災害に束いまちつくり

社会経済のめざましい発展が、生活環窺(=大き

な変化を与えたことに伴い、発生する災害は複雑

多様化してきてあり、防災面でもさまざまな課題

が提起されている。

このような状況のなかで、いつ、どのような災

害か発生しても、迅速・適確に対応できる防災体

制を警JJだ1-するとともに、災害を未然に防」上し、ま

たは被畠を扇:'}}限にくい止める施策が必要である。

熊本両は、昭不028年6円26Bの白川大水害をは

ォ*¥、 r「11、 n^"-1 it-^c-. 、二　、、I∴六二二守it';下さで

害を受けてあり、水S*?[こ弱い側面を見せてきた。

しかしこれも国、県、市が-体となって強力に推

進している河川改修、その他の沿水対策が着実に

効果をみせ、現在では大幅に改善されている。

本市では、市民の生命、身体及び財産をあらゆ

る'封書から守るため、封書に強いまちつくりを積

極白勺に推進するとともに、カく害発生時の迅速・確

実な情報収集のための水防テレメ-9-三ノステL

を導入し、坪井川、井芹川などの水防重要箇所の

6か所に水位局を、 7か所[=警報局を、而Tj=害及

び而周辺隣撞田]などの要所6か所に雨量局を設置

し、不測の事態に備え情報連結室で集中監視を行

っている。

更に、九州全J或の雨量強度別降雨状況、雨域の

移動万向、移動速度などを-日で読みとれる雨量

L/一夕-システ!」を導入するなど、防災施設、防

災設備の充実強化を回っている。

一万、防災活動体制の整備に努め、あらゆる災

害を対象とする防y?対策の万全を期しているO

また、毎年悔雨期百射こ「熊本而総合防災畠日額」

を実施し、防災関係者の連帯協調と、防災技術の

同上を図り、更に市民の防災思想の普及を昌白勺と

して総合防災展を開催するなど、民間協力体制の

整備に努めている。

■河川・排水眉と総合的治水計画

河川は国土の保全・社会生活の安定・産業碁盤

の確立等意義は極めて大きいものがあるO　熊本而
域171.72k血こ対する河川は中突都市部を、白川、

24

北部地域を坪井川、両部地域を緑川の苗水系に大

別される。

三共水防御は河川己射撃か茎本施策であるとの考え

方に立ち、河川管理者(国・県)と只に市民生活

の安定を図るため言十画白勺又重点的に改修を進めて

あり、治水効果も保々に高まっているo

特に、法河川のうち、.都市ノ」圭司川〔健軍用、藻

宮呂堀川(放水昆呂も含すコ)、万石川(兎1当用も含む)、

麹川〕については昭和47^度から県からの受託事

業として改修促進を因っているO

また、古尾崎川、天明新川、前川についてEa:準

用可I II.一子3'tL・　　十　二:t,三尾*V II. 「し、、v,.

は捷水路の新設などの事業を進めている。

水臣呂については、市民生活に睦麿した都而排水

岩と農業排水箔に大別できるO

都市排水謹各整備については、昭不051年度に全市

にオったって現況詞畠を行い、その調貞・を踏まえて

昭奉052年度に排水因難地域20箇所を特別排水路と

至旨定し、年次吉十国によりその他を一般排水路とL/

て治水、並びに環境整備をEj的として事業を進め

てあり、治水安全度も高まっている。

しかし、近年都市化の進展に伴う流壬或の形状の

変化によって丘陵、台地L:1ど比較的高い土地にも

都市型洪水か発生している現状にかんがみ、今後

の排水塔の整備については再度現況調査を行い、

現南治水施設を南朝的かつ効率的に活用を図る必

要があり、そのためには市域全体を対象とした総

合的治水畠十匝トを樹立すべきとの認識に立ち現在そ

の作業を進めているところである。

さらに、流域の流出抑制対策として、雨水の貯

●主な河川

級 別 水 系 河 川 呂

1 級河川

LJ ' 享 寺 ∃用

*i .1 、 貢

緑川 .刀ロ勢川 .木山川 .秋津川

矢形川 -木部川 l禦川 .無Ef]川

天明新川 .贋軍用 .藻昔風用

2 位河川
坪井川水系 F坪井川 .井芹川 .麹川

除 川 水 系 除川

準用河川
緑 川 水 系 】天明新川

ti n - 幸ヰ 谷尾崎川 l前川

曽通河川

坪井川水系
松尾川 I平川 .小山E]川

成逗寺川 .泥川 .荒谷川

緑 川 水 系 S ff .:

近津川水系 近津川

河内川水系 芸子申 X .'LU川

留、浸透施設の設置など検討を加えてあり、既に

-部実施している。

L:3あ、昭和60ff度末現在の排水路延長は566. 03

kmで、このうち整備済延辰は330.55kmと&りその

整備率は58.'　とTJIっている。

消防
生命財産の安全確保

近年にあける都市の発展は著しく、土地の高度

利用による建物の高層、深層化、さらに社会情勢

の進展に伴う生活様式の変化は、災害発生要Egを

ますます複雑化し、火災をはじめとする各種災害

は広域、大規模化の傾向にあるOこのようH災害

の発生防止と被害軽減のため、消防局(総務、予

I　　　　　　　　・　　　　　-　　　　　,　　　　:

健軍の3署)及び消防出張所(副臥Ej崎、小島、

川尻、南熊本、清水、京臥楠、出水、託稀、北

臥河内、砲口天明の13出張所)に職員529人、

消防用車両(65台)を配備して、日夜住民の安全

確保につとめている。とくに市域周辺の人口増カロ

により、本市を核とL,た都市圏が構成され、都市

園行政の-環として昭和59年4矧こ飽託郡4町

(飽Efj町・天明町・河内町・北部町)のテ肖防事務

を受託L,広域消防行政を実施している。又地域住

「自分達の街は自分で守る.という住民一人ひと

I　　.　一　　　　　　・　　　　　　　　　_.

熊本両はこれまでにも、人口の増加や市域の拡

大さらには市勢の発展等に対応するため消防局署

庁害の建設、コンビューS)-を具備した最新鋭の

梯子自動亘購入など5肖抗力の増強を図ってきた。

さらに昭和61年矧ま、中心市街地を含む西南地域

の防災拠点として、米屋町1丁∈忙慶徳消防署庁

書の建築に着=し、昭和62^6H完成を目指して
いる。

また、ラ肖防業務の質的高度化に対応するため、

職員石別宴を積極白grこ実施し、資質の同上を図り、

安全な都市つくりを目指し言肖防体制の充実強化

に努めているO

・xytmftm^m
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●事故別救急出場件数(ノ郡ロ6°iL二

簡 出 場 件 数 9 沼 12件 (市 9 ,2 6 1、受 託 町 65 1 )

急 病 交 通 I 鍛
負傷

(10% )

そ の 他

(47 .4 % ) ( 2 4 .7 * 0 (17 .9% 〕
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交通安全
安心して行動できる交通環境の実現

●交通事故の推移

発生件数(件二F
傷　　壱(人)

心身障害者福祉
社会参加と生活の安定

●身体障害者(児)登録数　　聯蝣060」要素MiEJ
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近年のモ-ダリゼーi/ヨンの急激な進展が大量

混合交通の激化や、ドライバ-の多層化現象とu

って而民生活の安全に憂慮すべき影響を与えつつ

あるガ、特にプアミリ-パイプの普及や人口の高

齢化、あるいは若者の暴走等にみられる交通モラ

ルの低下等が交通事故の多発の-国ともなってい

・-"V　＼〔7,74二p蝣・-.一・'ごて"'co'蝣こ薄幸JK^fl止:-bi〒接

にとって緊急かつ重要な課題であるところから、

このほど第4次交通安全計画を策定し関係機関と

連携して安全かつ円滑な道路交通環境の確立、青

少年や高齢者層に対する安全意識の高揚など生涯

に萱る交通安全教育の推進や広報活動の充実、安

全施設の整備等に努力しているO　また最近、大量

の自転軍の放置状態が出現し、市民の良好な生活

環屍を限害し、街の美観や通行の安全を損なう恐

れが出てきたoこのため昭和60年12月「熊本而自

転車の放置防止に関する条例」を制定すると共に、

●交通安全教育実施状況

武
蔵
塚
駅
前
自
転
車
駐
輪
場

同61年1 F]11 B市営馬主前場を建設してその解消に

努力している。また大型店舗等の駐柄需要施設の

管理者等に対しても、駐輔スヘースの設置を要望

しているとこうであるが、既に具体化している店

舗も出ているo　このほか交通事故被害者救済業務

として、交通災害共済、交通遺児対策、交通事故

相談等の事業も併せて行っている。

表身体障害者福祉

身体障害者福411の理念に基ついて、身体障害者

の更生を援助し、その更生のために必要な保護を

行い、身体障害者の室后の安定に寄与弓る等、そ

rD福ネ止の増進を図っている。さらに本市は、熊本

而置際障害者缶推進会議の提言に墨つき、、 「障害

者福liL最期計画」を策定し、 LTDたたかい心のふれ

覆う福祉郡両の実現に努めているcJ

身体障害者援護対策として、身体障害者手帳交

付、更生医療の縞付、補装具の交付・修理、更生

後護施設への入所のほか、重度身体障害者に対しノ

Ej常生活用翼の福村、福祉電話・ミニフアップス

の貸う、医療費の的成、特別障害者手当等の支給、

障害音住宅整備資毒賢母事業、身体障害者家庭奉

仕員派遣事業等を実施し、家庭や地域社会を萱鞘

とする在宅福祉サ-ビスの充実をはかっている。

社会参用と日立のための京亡策として、福祉バス

運行事業、視覚障害者ハ＼の刀イドA-Juバ-派遣事

業、聴覚障害者への手話通訳設置事業等の社会参

力m定進事業と身体障害者の家庭生活、社会笠置ノ、＼、

の適応能力を養い生きがいを高めるために在宅障

害者デイ.サ-ビス事業を実施しているO

■精神薄弱者福祉

精神薄弱者(児)の暑様な問題に答える相談悪

口として福祉相談室を設け、援護、育成を因るた

めの判定横言号、指導助言等を行っているC

精神薄弱者(児)福祉施策の一環として、自然

環境に恵まれた柵原公園の近くに精神薄弱者適所

更生施設「はtctぞの学苑」を設置し、生活、作業

指導を行い、精神薄弱者(児)の社会的更生を図

っている。

また、療育手帳所持者には、特別児童扶蕃手当

の支応、特Blip毒害音手当等の支給、重度障害者

(児)医療費の助成、援護施設入所者の家庭負担毒

の軽減、パス・市電運賃の割引、障害者優待証の

交付のほか、在宅重度心身障害者(児)への家庭

奉仕員(ホーLjヘルパー)の派遣、在宅重度心身

障害者(児)の緊急保霊等により栄昌神薄弱者福祉

の増進に努めているC

住宅対策としては、住みよい環県つくりとして、

専用住宅の増改築のために障害者住宅整備資怠貸

壷 計 年 齢 18歳 未 満 1 8歳 以 上 i t

視 覚 障 害 4 2 2 ,1 0 9 2 ,15 1

濫 覚 又 は 平 衡 機 能 障 害 1 27 1 ▼83 5 1 ,96 2

音 声 I 言 語 機 能 障 害 3 1 2 5 蝣""C

肢 体 不 自 由 2 99 7 .5 5 3 7 ,8 5 2

内 部 障 害 9 5 1 ,4 5 5 1 ,5 5 0

ff t 5 6 6 1 3 ,0 7 7 13 ,6 4 3

付制度を設けているG

さらに、障害者と一般市民とのふれあいの場と

して希望荘夏祭り、.障害者スポーツの振興と健康

__　* .　　・　.・　　・

している。

希望荘デイサービス書道教室



児童・母子福祉
健やかな成長を願って

,老人福祉
I生きがいとふれあいを求めて

■児童福祉

児童福祉法の理念に墨つき、次代を担う子供た

らを「心身ともに健やかに育成する.ことを責務

として、児童福祉施設の充実、整備など諸施策の

推進に努めている。

児童福祉施設には、保育所・監手套蝣m産施設

・児童紀(児童センタ　　月董遊盤などがある。

(1)保育所(110施設)

宙禍の労働・LJJ産・疾病その他の理E白により、

その乳拡児の保育ガ十分で/なく、保育に欠ける状

態と認められる場合に、保護者U:)代りに乳班児を

保育する施設てあるO

近年、核買族の増加または生活水準同上志向等

にともなう缶規の職場進出により、保育需要か増

大・多様化し、障害児保育・艮時間保育・乳児保

育・夜間俣百等の社会白勺要請ガ強まっている.3こ

のような社会情勢を踏まえ、而ては保育所整備・

保育所保育の充実に努めている。

533、障害児保育は、その障害児の福祉の増進

をEj指して、保育所にあける障害児保育の拡充を

囲っている。

(2)母子寮(2施設)

配偶者のいない宙規とその児童が、積神的・経

済的な困難あるいは、児童の教育・健康か不十分

訓六㌢などの場合に、母親とその児童を母子寮に

入所措置し、入所世帯の自立を図るため、指導接

的する施設である。

(3)助産施設( 1施設)

経済的理由によって入院凱産を受けることがで

きない妊産矧こ妨産を受けさせ、田体とその児垂

の健康と安全を図ることをEj的とする施設である。

(4)児童館(児童センター(8施設)

児童に健全な遊びを与えて、その健康の増進と

情操の向上を図ることをEj的とする児童厚生施設

28

である。

(5)児童遊園(2施設)

児童の健康を増進し、情操を豊かに司ることを

∃的とする児童厚生施設であるo

m母子福祉

母子及び寡婦福祉法の理念に墨つき・、巳子家定

及び寡婦の生活の安定・向上及び福?iiの増進を匿

ることを巨的として、母子寡婦資毒の貧相丁、児

童扶養手当の支縞、男子家矧こ対する医療費の助

成などの施策を冥施している。

昭利60^6声∃にオープンした熊本而母子福祉セ

ンタ-では、田子家庭及EJ寡婦のために各種の相

談に応じるとともに、経済的自立のための技能修

得講座を行うほか、教養講座・児童学習会.各種

Ljワリ⊥-シヨンなどを行っている。
母子福祉センター技能修得教室

医学の進歩等に伴い、日本人の平均寿命は著し

く伸び、いまや高齢者に対する福祉施策は、緊急

の課題となっている。

I .'蝣　- '- ・‥・ ~! ‥　丁　一蝣-　,　-:T

人に対しての施設福ネ止対策、在宅老人の心身の健

康を図る在宅福祉対策を二つの柱として、その推

進に積極的に取り組んでいるO

施設福祉対策として、一般の健康な老人に対し

ては、老人福祉センタ-を5か所、老人憩の家を

75か所(昭和60年度末男在)を建設し、核家族化

が進む中で、地域にあける老人の交流や、老人の

憩の場所を提イ共している。また在宅で介護が圏難

な老人に対しては、特別養護老人ホーLや養護老

人ホーL等の老人福祉施設への入所措置を行って

いる。

在宅福祉対策としては

1.寝たきり老人対策として、老人家庭奉仕員派

遣事業、移動浴槽車派遣事業、短期保護事業、寝

具乾燥事業、 Ej常生活用具績付事業を実施し、心

身の健康保持に努めている0

2.ひとり暮らし老人対策として、老人福祉電話

貸与事業及び相談業務、安否石奮認をEj的とした訪

問事業を実施し、 60年度から、緊急通報装置付き

の「i/ルパー・ホ-ン　あんしん」を50台設置し

た。

3.生きがい対策として、生きがいと創造の事業

に基つく講習会の開催、震薗貸与事業、昌葉スポ

ーツ大会、ゲート帯-ル大会、作品展等の開催、

老人クラブの育成及び的成事業を実施し、老人の

文化活動、ス7K-ツ活動、社会活動の推進に努め

ている。

4.敬老祝賀事業として、満88歳以上の老人に対

する祝釜の支給、市長による満100歳者に対する

呂誉艮寿証・祝釜の贈呈、敬老の集いを実施して

いる。

ゲ
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社会保障
健康で文化的な生活のために

●被保護世帯の世帯類型別割合の推移
そ、rij.';.

高齢者世帯　　　傷病・障害者世帯　宙子世帯の世帯

20　　　　　40　　　　　60　　　　　80　　　　てCO%

■生活保護

生活保護制度は、生活に因窮した人々に最低生

活を保障するというだけではなく、さらに積極的

にそれらの人々の自立の軌最を因ることもEj的と

している。

本市にあける保護の動向をみると、ここ数年、

保護世帯、人員ともに微増の傾向にあり、 60年度

は6,350世帯11 ,191人か保護を受けている。内訳

については、傷病障害者世帯(2,902)が半数近く

に達してあり、ついて高齢者世帯(2,228)、母子

世帯(874)の順となってあり、近年特に缶子世帯

の増加かEj立っているO　また扶so要の種類別では

医療扶自力のしめる割合(59.196)か最も高くなっ

てし、る。保護を受ける原因をみても、傷病を理由

とするものか71 3世帯あり、保護開始世帯数(1 ,1 13)

の6496LZ達している0
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●生活保護費の推移

昭和56年度　57　　　58　　　59　　　60

地区別こみると、而中心部において-般的に保

護率が高く高齢世帯の占める割合が大きい。 -万、

周辺の新興住宅地等にあいては缶子世帯、傷病世

帯の占める割合が高くなっている。

近年、社会情勢を反映した複雑な問題が生じて

いるガ、本両にあいては福祉事務所-丸となって

遁ト!Ij三、・V:預(,",'I中主1.責&i: 、・?.5 1-/n蝣蝣蝣|蝣.、.3。

■国民年金

昭和34年4矧こ国民年豊制度か発足して27年か

経過した。この間、国民年会制度は物価スライト二

割の導入、障害毎会の通算制度の取り入れ、外国

人の加入制度の発足など毎年のように改善充実ガ

はかられ、今日では社会保障の中核として、市民

の老後の支えとして、大きな役割を果たすように

なってきてあり、本市の受給者の受給総矧ま、約

124億円にものぼっている。

特に、昭和61年度からは、国民fF怠法の大改正

により、国民年金制度に、厚生年金、共済年会等

と共通の募礎年会制度が導入され、従宋任意加入
-　　　　　　　　'　　　　　;

なった。また、満60歳を過ぎてからの任意加入制

度の導入等、国民年豊は全国民に共通のものへ大

きく変貌した。

本両では、市民の豊かな老後保障を巨引旨し、制

度の曽及と業務の円滑な運営のため、国民年会委

員の設置、 ㌶行口座振替の採用、業務の電算化を

実施してきてあり、昭和61年度からは、電算処理

の自己導入を図り、業務のオンライン化を実施し

蝣　. '　　一　　・　　蝣!‥　　　・・

∴_　i　'.　・　　;

の推進など収納体制を整備して、未加入、未納者

の解消に積極的にとりくみ、而民の年会受精権の

石劉呆に努めている。

●老人と老人以外分の比較

◎被保険者数

(万人)
20

56　　　57　　　58　　　59　　　60 (年蜜)

●受診率の推移
、iだIT'(亨　sic: 、"-I:"1:s一手-5?、

7 00

6 00

5 l30

4 0 0

3 0 0

? 0 0

p iI

0

年 度 l 5 6 5 7 5 2 59 6C

被保険者 168 ,236 469 ,739 172 ,535 174 ,463 178 .241

●昭和61年度当初予算

◎医療費

(億Fq)
:'lY、

56　　　57　　　58　　　59　　　60 (年度)

●保険給付者+老人保健拠出金と保険料収納額の推移
(億Fq)

250

56　　　57　　　58　　　59　　　60 C年度)

■国民健康保険

I .　-　f'.'蝣. .　　　　　　　　　　　　-I

昭不ロ34年7月に事業を開始して以来27年を経過し

た。当初は加入者42,266世帯、 150,686人であっ

たのが、昭和61年401日現在で、 74,308世帯

1 78,650人と年々増加しているO
.--　　　　　　　　　i  "　:・　:!i

給付になり、高額療養費支鰐制度の実施、更に昭

和59年10月には、退職者医療制度が発足し、年々

給付率の改善が行れれてきたO

また、昭和54年に健康都市宣言が行われ、昭木口

34年から保健施設事業の一環として実施してきた

はり、きゆう、あんま施楠真の的成に加えて、海

の家の開設、ス7K-yレフリエ-シヨン施設の入

場料割∃1を実施し、被保険者の健康つくりに役立

っているO更に昭和57年から老人の年間無受診者

を表彰、昭和59年度からは病気の早期発見、早期

治療の契機とするためコンビュー5?-ドソワを実

施するなど健康に対する関心を高め、ひいては被

保険者の躍康の保持増進に努めている。

しかし、近年、高齢化社会の到来により、老人

・・:、　　　;　　　　　'　i> '卜

決算で、老人保障拠出金は98億円となって、対前

年度比で、 21%を超える伸びになっている。それ

に加えて、昭和59年10月の退職者医療制度の創設

(こ伴い、.国庫補助豊の肖り減か行われたが、対象者

が国の晃込みを大きく下回ったことによる負担増

が、国民健康保険財政運営を非常に圧迫しているO



勤労者福ネ
豊かなくらしと良好な就業環境の

本両の雇用安定対策は、就労者の定着及び福祉

の向上、そして技能者の育成を主軸とレている。
また、高齢化社会への移行に伴い、中高年齢労働

者の雇用、福祉対策に力を入れると共に、勤労者

の生涯教育を茎本に「働きがい・生きがい」の創

造など質的な面にあいても努ブコしている。

雇用の安定対策

1.若年労働力の確保

県及び職業安定機関と密接な連けいを図る-万、

関係団体(熊本雇用対策協議会、熊本両産業開発

求人対策協議会)の活動強化を促し、その協力を

得て労働力の確保対策を推進している。

2.中高年齢者対策

(1)高年齢者職業相談室

昭和50年7月から熊本公共職業安定所の協力を

得て、市民相談コ-チ-に「熊本市高年齢者職業

相談室」を開設し、 3名の相談員により55歳以上

の人々の求職相談を中心に実施している。

(2)熊本中高年齢労働者福祉セン9- (通称サ

ンライフ熊本)

中高年齢労働者等の雇用の促進と福祉の向上を

図るための施設で昭和58年3日スープ二ノした。主

な雷某CTeiにし　手島it由ifi'-''Y怪:l看1._二雇oqoiiPSと描

ネ止の同上を図るため、職業相談、職業情報の提供

などを行うとともに、仙身の健康保持、体力の増

強及び教義、文化などのための便宜を供与するこ

とを目的とした施設である。

労働力の定着及び福祉対策

1.施設を通じての福祉対策
(1)勤労毒/J>年7t¥-/」

1 5-25歳まての勤労看/少年を対象として昭和46

年5日オープンした。 60年度は、年間36,306人の

勤労毒少年が利用している。
(2)勤労嬬人センJ9-

市内の勤労婦人及び勤労者家庭の主婦を対象と
して昭和49年6f∃にオ-プンした0　60年度は、年

間71 ,332人の働く婦人、勤労者家庭の主編が利用
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している。

(3)熊本勤労総合福祉センター(通称火の国ハ

イツ)

勤労者の憩の場として県、両か誘致し、雇用促

進事業団により建設され昭不050年9月石原町にオ

-プンした。宿う白・会議・休憩- -pスレティツワ

等に年間221 ,742人が利用している。

ト　<Tfi〒ほ'-Ski王等o誘致

他都市から熊本市に就職及び転聯した人達のた

めの宿害として、雇用促進事業団により建設され

たもので、竜巴宿含4梗160戸、近民宿害4榛160

戸がある。,

2.制度面にあける福祉対策

(1)熊本而中小企業勤労者福祉共済制度

熊本市と市内の事業主が協力して、中小企業に

働く従業員の福ネ止の同上を図ることを目的とした

制度で各種糸呂付、貸付、福利事業を書1画実施して

いる。現在746企業11,247人(昭和61年8月1 Ej

現在)が加入している。

(2)熊本県勤労者信用基金協会への出損金

ヰ]小零糸田企業等に働く多くの未組織労働者に対

し融資が受けられるよう、その信用を保含正してく

れるのが「勤労者信用基毒協会」である。この協

会の室金として熊本而は2,500万円を出梅してい

る。

技能者の育成
職業訓練センターパソコン教室

本而産業の発展を担う技能者の育成に力を注ぎ、

これまでに多くの優秀rd技能者を養成し社会に送

り出している。

1.事業内職業訓練校への補助

市内で事業内職業訓練を実施している異同ヨ=練

5校、単独訓練2校(生徒数215人)に対し補助

している。

2.熊本市職業訓練センター

雇用促進事業団が熊本而花園に施設を設置し.、

その運営を熊本而職業訓練センノヲー(法人)が行

っている。ここで1ま、熊本而及び近郊にある事業

所が自社従業員の技能岡上を図るため、各種の粗

菓訓練を実施している。

茸~　K<Tl∴しこ　4'-.r'噂^呂三三二C'-l''.種市J-K

能訓練、情報交換の場として大いに活用されてい

る。

3,熊本職業訓練短期大学校

職業吉川練短期大学校は、熊本而職業訓練センタ

ーの養成吉川練部門として昭和54年に開校したo i動

きながら学び、これからの技術革新に対応できる

肴l号の技能上司D?,Sv v-〔・1itt+4∴、号音I>;m[.⊥三　蝣n?.丁

るための事業内職業訓練校であるo　現在、訓練科

目は建築科と左官科であるO　遡2 E∃の登校で登校

Ej以外は勤務先の事業所にあいて応用実技の訓練

を受け3年間で修了する。

消費者行政
かしこい消費で明るい生活

1二千I..蝣-;己1^'制、青苗÷r'-t一美Iflトこ工.I

趣旨に治い、_消費者の利益を守り健康でより豊か

な消費生活を実現させるため、次.の4点を柱に消

費者行政を推進している,。

1.消費者意識の高揚

(1消費生活に関する各種セミナ--の開催

港要吉セミナ-、う肖要望右移動講座など年

5C,国以上

(2消費笠這指導巡回車「くらしのうるあい号J

派遣

・..'I

禁書啓発を推進し言肖賢者意識の浸透をは

かるため蝿域を巡回指導。

(3W¥^
・S一生用資料「かしこい消襲」の作成
学校教育の窟かて消費生活に関する賃口誠を

身こつけてもらうため而内全小学5年笠へ

iS.-.iT

(4)消費生活展の開催

消費者が正しい商品知識と自主的な/'肖粟行

動て、かしこし＼豊かなくらしを築くため、

安全、物価、資源問題等について言肖空音

参301こよるパネル商品層示等を行う。,

2.情報の収集提供

(1)生活関連物資価椙調至及びその公表

(2)市政だより「くらし_一欄の活用

3.消費者の組織化と活動の助長

(1);肖賢者セミナー終了笠を対象に組織化指導

(2消費者団体に対し協力援抑

3団体(約15,000人)へ協力堤的

4.消費者保護行政の推進

(1)消費者センタIの充実

■消費者センター

I'・'.''-'-:∴

点として実績を挙げている。

4C一再収容の研修室は消費生活に関する学習会や・

:圭貫'?-',.>、 .1人・、 .-It':隼蝣v v-l,^峠,ニこ、つ日干き　　丁ミ

一十　　TI*"-I王(^*-'k'癌丁_T、や、 -,十1二　寺阜t-l手強

でさる特殊スライド装置(任意情報抽出提示装置

---6チャンネル〕及び16ミリフィルLlによる映

曲芸を開くなど、活発に消費者啓発を行っているo

なあ、増加の‥遠をたどる消費者苦情(こ対して

は言肖費生活相談員か相談の受付と迅速適切&処

理を行っている。

利用者状況用酎D56年蘭舘から61ff3月31∃ま

で)

来場者数　　　47, 847人

相談受付件数　4,01〕L3件

相修室使用国数　782匡] (13,114人)

●消費生活相談内容用獅□6〔輝度〕
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